
【様式第8(第5条関係)】

【様式第10(第5条関係)】

【様式第6(第4条関係)】

【様式第7(第4条関係)】

【様式第5(第4条関係)】

【様式第12(第8条関係)】

【様式第4(第4条関係)】
・移転の申請

一 時 撤 去

工事可能です

そのまま
ある ない

影響を及ぼす

主管課と協議

合　格

完　了

設　置　工　事 し ゅ ん 工 報 告 書 の 提 出

基　準　点　の　設　置　工　事

市　の　検　査

不　合　格

影響を及ぼさない

復旧承認書

の申請

復旧承認書

の交付

工報告書の提出

一時撤去・移転

承認書の交付

付近工事しゅん

協議をお願いします。

必要に応じ届出等を提出してください。

【影響範囲】

標識等に影響を及ぼす工事ですか？

※工事により施工内容の変更があった場合で、標識等に影響を及ぼす場合は、

工事区域付近に「標識等等」がありますか？

鹿児島市　国土調査標識等付近での道路工事等を行う場合の手続きフロー

※「ない」場合で、主管課より協議通知があった場合は、

【標識等の種類・主管課】

・街区基準点等（街区三角点、多角点、節点、補助点）・・・道路管理課（谷山支所管内以外）、谷山建設課（谷山支所管内）

・補助基準点（緑ヶ丘団地に設置）・・・道路管理課

※ホームページでの確認　街区基準点等：都市再生街区基本調査成果の提供サービス（国土交通省地籍整備課）

国土調査の標識等の管理保全に関する規則・鹿児島市国土調査標識等管理保全要綱　平成25年4月1日施行

工事により基準点に

影響がなかった場合

①掘削底面端から４５度の範囲に入る場合

②振動の発生源（杭打ち・杭抜き等）からの距離が５メートル以内

③その他の影響

影響があった場合

工事により基準点に

付近工事の届出

一時撤去・移転が必要ない場合

一時撤去・移転が必要な場合一時撤去・移転が必要ですか？

・・・旧五町設置分は、各支所税務課（吉田、桜島、喜入、松元、郡山支所)

補助基準点　：基準点成果等閲覧サービス（国土地理院）

・地籍図根点等（地籍図根三角点、地籍図根多角点、細部図根点等）・・・道路管理課（旧五町設置分以外）、


